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広報紙「ごみ資源化施設建設NEWS」では、新たな「ごみ
の資源化施設」に関する情報をみなさまにお届けします。

新たなごみの資源化施設の建設・運営について

～熱回収施設等は公設民営※１、資源ごみ処理施設は公設公営※２を選定しました。～

： 熱 回 収 施 設 等

： 資源ごみ処理施設

：リレーセンターみなみ

熱回収施設等（熱回収施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）
場 所：町田リサイクル文化センター敷地内
事業方式：公設民営方式（ＤＢＯ方式）
《 選定の理由 》
建設から運営までを一括して行うため、安全対策の徹底や緊急時の対応等のリスク分

担の明確化・低減化が可能であることや、経年劣化に伴う経費負担増を抑える財政支出
の平準化が可能であること等を考慮して「公設民営方式」を選定しました。

※２ 公設公営方式（従来方式）とは
現在の町田リサイクル文化センターで採用している方式です。

資金調達、設計・建設、運営等を全て市で行う方式のことです。

※１ 公設民営方式（ＤＢＯ方式）とは
ＤＢＯ方式（Design Build Operate）は、市が資金調達し、

民間事業者が設計・建設・運営を行う方式のことです。
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資源ごみ処理施設（ビン、カン、容器包装プラスチック等の資源化）
場 所：相原地区、上小山田地区
事業方式：公設公営方式（従来方式）
《 選定の理由 》
柔軟なスケジュール対応が可能であり、事業者の参画意欲も高く、他市の事

例でも「公設公営方式」が一般的であることから、「公設公営方式」を選定し
ました。
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◎市が運営等を管理していきます。
資源ごみ処理施設（公設公営方式）：建設から運営まで市が直接関わって施設運営を行います。
熱回収施設（公設民営方式）：建設から運営に至る各段階で、市が適切な管理体制を確保していきます。

今後の施設整備・運営にあたって配慮すること

◎市民が安心できる施設運営を目指します。
市民の安全・安心を重視し、効率性・経済性だけが優先されない施設運営を目指します。

ポイント

※リレーセンターみなみには、
容器包装プラスチックの資源化
設備を増設整備します。



2014年度 2015年度 2016年度

10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～

リレーセンターみなみ
施設整備スケジュール

リレーセンターみなみの整備に向けて工事業者が決定しました。

施設
稼動

契約
締結 調査・設計・機械製作 現場施工・試運転

町田市では、2020年度に「ごみとして処理する量を40％削減」することを目指し、2016年4月から容器包装プラスチックの資
源化をＪＲ横浜線以南地区※３で開始します。
容器包装プラスチックの資源化に向けた整備を行う工事業者が決まり、2015年9月以降には、リレーセンターみなみ内で改修工事

が始まります。周辺にお住まいの皆様には、工事等でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
※３ ＪＲ横浜線以南地区とは「小川・金森・金森東・つくし野・南つくし野・鶴間・成瀬が丘の全域と原町田１丁目の一部

（原町田１丁目29-10と都営町田金森1丁目アパート10号棟）」です。

Ｑ．公設民営方式では民間事業者が運営しますが、安全・安心という点は大丈夫ですか。

Ａ．安全・安心な施設運営が継続できるように、市が運営を管理していきます。

運営は民間事業者が行いますが、市が適切に関与し、安全・安心な施設の管理体制を確保します。また、これまでと同様に排ガス等
の基準を遵守し、排ガス等の測定データを公開する等対応することで市民の皆様の安心を得られるような運営を継続します。
現在の測定データは、町田市ホームページ「町田リサイクル文化センター維持管理情報」でご覧いただけます。

【トップページ＞暮らし＞環境・ごみ＞資源とごみ＞ごみ・施設に関する資料＞計画・統計・資料等＞ 町田リサイクル文化
センターの維持管理情報】

Ｑ．公設民営方式を採用している他市事例はありますか。

Ａ．公設民営方式は多くの自治体のごみの資源化施設で採用されております。

近隣で公設民営方式（ＤＢＯ方式）を採用している自治体としては、武蔵野市「新武蔵野クリーンセンター（仮称）」や、ふじみ衛
生組合（調布市・三鷹市）「クリーンプラザふじみ」等があります。

Ｑ．熱回収施設等を公設民営方式、資源ごみ処理施設を公設公営方式に選定したのはなぜですか。

Ａ．以下の矢印の流れで事業方式（建設から運営に至るまでの管理手法）を評価し、選定しました。

３つの視点から評価項目を検討しました。
・公共事業としての視点
例）市民の安心感を得られること。
・事業管理上の視点
例）安定的な施設運営を継続できること。
・財政計画・事業の効率性の視点
例）建設・運営の費用負担を軽減できること。

評価項目を設定し、各施設の特性や規模を考慮して
事業方式を評価・選定しています。
【熱回収施設等】
・リスク分担の明確化・低減化が可能
・財政支出の平準化により財政負担の軽減が可能

【資源ごみ処理施設】
・スケジュールの柔軟な対応が可能
・民間事業者の参画意欲が高い事業方式

１．評価項目の検討

３．事業方式の評価

２．現有施設の調査等

熱回収施設等 ：公設民営方式
資源ごみ処理施設：公設公営方式

４．事業方式の選定

◎安全・安心な施設運営体制を確保します。
民間事業者による施設運営で効率性・経済性が優先され、市民の

安全・安心が軽視されることがないような管理体制を確保します。
また、公設公営方式においてもこれまで以上に市民にとって安全・

安心な施設運営に配慮します。

今後の施設運営に関して

現有施設である町田リサイクル文化
センターの運営経験上の課題も評価
項目設定の参考にしています。
例）故障時の対応状況、年度毎の財政
支出、市民サービス等


